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防災訓練を実施します （夜間） 

問い合わせ　総務課　消防防災室　☎ 72- ２０５１

南部 ・ 岩代 ・ 上南部地区

日　時　１１月８日 （土）　午後７時から

　　　　　予備日 ： １１月１５日 （土） 午後７時から

内　容　地震 ・ 津波避難訓練（夜間）

　 ①シェイクアウト訓練

　　　大地震を想定し、 参加者全員がサイレンを合図に

　　　シェイクアウト訓練を実施してください。

　 ②避難訓練 （①の後）

　　　津波浸水想定時間までに高台へ避難してください。

シェイクアウト訓練とは？

　 シェイクアウト訓練とは、 ２００８年にアメリカ合

衆国で始まった地震防災訓練です。

 　地震の際の安全確保行動である 「命をまもる３

動作」 を誰でも、 どこでも、 気軽に、 簡単に行う

ことができる防災訓練です。

令 和 ８ 年 　 二 十 歳 を 祝 う 会 の ご 案 内

第 １ ９ 回 　 町 内 マ ラ ソ ン 大 会 の 開 催

 　今年度２０歳になる方を祝福する「令和８年二十歳を祝う会」を開催します。 ぜひ出席して交流を深めてください。

　 今年も、 町内マラソン大会を開催します。 みんなで楽しく走りましょう！

日 時　 令和８年１月４日 （日）

　　　　　   受付　12 ： 00 ～

　　　　　    開式　13 ： 00 ～

場 所　 ふれ愛センター２階　プララホール （東本庄１００）

対 象 者　 平成１７年４月２日～平成１８年４月１日生まれの方

　　　　　   （町内の小中学校に在籍後、 町外へ転出した方を含む）

　　　　　   ※対象の方には、 案内状をお送りしています。

日 時　 令和７年１２月７日 （日）

　　　　　 　   開会式　9 ： 00 ～　スタート　９ ： ２０～

場 所　 高城公民館周辺

参加資格　 ・ 町内の未就学児 （年少以上で保護者と一緒に走ること）

　　　　　　　  ・ 町内の小中学生

　　　　　　　  ・ 町内に在住または在勤の社会人

部 門　〇ファミリー部門 （未就学児とその保護者）　〇小学生１ ・ ２年男子 ・ 女子　１．０km

（６部門）　〇小学生３ ・ ４年男子 ・ 女子　１．５km　　　　〇小学生５ ・ ６年男子 ・ 女子　2.0km

　　　　　　　 〇中学生女子 ・ 一般女子　　　２．０km 　　　 〇中学生男子 ・ 一般男子　　　３．０km

申込締切　令和７年１１月２１日（金）

申 込 先　教育学習課、 各こども園、 各小中学校、 各公民館

問い合わせ　教育学習課　☎ 74-3134

問い合わせ　教育学習課　☎ 74-3134

実行委員募集

　式典の後、皆さん自身の企画運営による交流会（ビンゴ・くじ引きなど）を行います。

　ただ今、二十歳を祝う会の実行委員を募集中です。

　「自分たちの手で、 二十歳を祝う会をプロデュースしたい！」 という方は下記日程により実行委

員会を開催しますので、お集まりください。

　第１回実行委員会

　　　日時　令和７年１１月１９日 （水）　19 ： 00 ～

　　　場所　生涯学習センター （谷口 301-4）

申込みはこちらからも可能です↑

　 いつも地域の防災活動にご理解とご協力をいただき、 ありがとうございます。

　 この度、 みなべ町消防団では、 災害時の情報共有をより迅速かつ正確に行うため、 消防団員専用のデジタル

アプリケーションを導入しました。

　 このアプリを活用することで、 現場の状況や位置、 活動人数などの情報をすぐに共有できるようになり、 「緊急

情報の確認」 や 「指示の伝達」 「状況報告」 などがスムーズに行えるようになります。

　 活動中、 消防団員がスマートフォンを操作している姿をご覧いただくことがあるかもしれませんが、 これは必要

な情報伝達のための業務です。

　 みなべ町消防団は、 これからも安全で安心なまちづくりを目指して活動してまいります。 引き続き、 皆さまの温

かいご支援をよろしくお願いいたします。

紀 勢 本 線 の 利 用 促 進 に つ い て

消防団員専用デジタルアプリを導入しました

　 電車は、 子どもから高齢の方まで誰もが利用しやす

く、 特に車を運転しない人にとっては、 なくてはならな

い大切な交通手段です。

　 近年、 道路交通網の進展により、 電車の利用者数は

年々減少しています。 地域の鉄道を守るためにも、 旅

行などでお出かけの際には、　◇渋滞なしで時間に正

確　◇安全性が高い　◇地域環境への影響が少ない　と

いった利点の多い電車を、 ぜひご利用ください。
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令 和 ６ 年 度 　 決 算 の 状 況
第３回定例町議会 （９月議会） で、 令和６年度各会計の歳入歳出決算が認定されました。

町の会計は、 一般会計と３つの特別会計、 ２つの企業会計があります。 決算のあらましについて、 お知らせします。

※特別会計と企業会計は、 独自の収入があるため、 独立した会計で事業を行うようになっています。

　 しかし、 独自の収入だけではまかなえない会計に対しては、 一般会計から繰り入れています。

一般会計及び特別会計の決算状況 [ 単位 ： 円 ]

[ 単位 ： 円 ]

[ 単位 ： 円 ]

企業会計 （水道事業会計） 決算状況

企業会計 （下水道事業会計） 決算状況

会　計　別 歳　　入 歳　　出 差　　引
翌年度へ

繰越すべき財源
実質収支額

一 般 会 計 9,777,980,352 9,062,237,212 715,743,140 159,591,000 556,152,140

国 民 健 康 保 険

特 別 会 計
1,751,873,163 1,709,611,307 42,261,856 0 42,261,856

後 期 高 齢 者 医 療

特 別 会 計
358,625,982 356,566,782 2,059,200 0 2,059,200

介 護 保 険

特 別 会 計
1,741,821,159 1,533,814,449 208,006,710 0 208,006,710

合 計 13,630,300,656 12,662,229,750 968,070,906 159,591,000 808,479,906

区　　分 収　　入 支　　出 差　　引 備　　考

収 益 的 290,025,592 268,274,405 21,751,187 税抜表記

資 本 的 83,979,711 115,399,889 △ 31,420,178
不足額は、留保資金などで補てんされました。

税込表記

区　　分 収　　入 支　　出 差　　引 備　　考

収 益 的 625,716,769 589,928,596 35,788,173 税抜表記

資 本 的 218,451,800 403,910,934 △ 185,459,134
不足額は、留保資金などで補てんされました。

税込表記
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自 衛 隊  高 等 工 科 学 校 の ご 案 内

募集種目 受付期間 試験種目 試験日

自衛隊

高等工科学校生徒

一

般

１０月１日～

令和８年１月１５日

【１次試験】　筆記試験・作文

【２次試験】　口述試験（個別面接）

　　　　　　　　身体検査

一次：令和８年１月２５日

二次：令和８年２月１４日

推

薦

　１０月１日～

１１月２８日

筆記試験・作文

口述試験（個別面接）

身体検査

令和８年１月９日～１２日

※いずれか１日を

  指定されます。

問い合わせ　自衛隊御坊地域事務所 （御坊市湯川町小松原４１０－１　丸仁第１ビル１階）

　　　　　　　　 ☎ 0738-23-0020

　 自分で書いた遺言書を法務局に預けることで、 様々なトラブルを防ぐことができる制度 （自筆証書遺言書保管

制度） について、 法務局職員が分かりやすく説明します。  

日 時　１１月１２日（水） １０ ： ００～１１ ： ００

会 場　和歌山地方法務局 田辺支局 田辺市文里１丁目１１－９ 

　　　　　　　 和歌山地方法務局 御坊支局 御坊市薗３６９－６ 

　　　　　　 　※和歌山地方法務局 （説明会会場） の映像をライブ配信します。

定 員　８名 （完全予約制）

参 加 費　無料

予約締切　１１月１１日（火） 正午

予約 ・ 問い合わせ　

　 和歌山地方法務局総務課　☎０７３－４２２－５１３１ （自動音声案内５番） 

自筆証書遺言書保管制度説明会の開催

弁護士 ・ 司法書士による債務に関する無料相談会

　 多重債務など、 お金の問題に悩んでいる方の問題解決に向け、 弁護士 ・ 司法書士による無料相談会を開催し

ます。

内 容　多重債務などのお金の問題に関する相談 （個人事業者も相談可）

日 時　令和７年１２月３日（水） １３ ： ３０～ 16 ： 30

会 場　日高振興局 （御坊市湯川町財部６５１）

　　　　　　　 受付は１階ロビー

予約期間　１０月１５日（水）～１２月１日（月）

　　　　　　　 ※事前予約制となっています。 当日受付はできません。

予約 ・ 問い合わせ　

　 和歌山県県民生活課　☎ 073-441-2342 （９ ： ００～１７ ： ００）
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※普通会計とは、 全国の市町村の財政状況を比較するため、 統一的な基準により集計した会計であり、 一般会計決算額の
　 総額と一致しません。

[ 単位 ： 千円 ]

普通会計歳入総額　９７億7,798万円

普通会計歳出総額　９０億6,223万7千円

町税町税
１４億6,388万１千円１４億6,388万１千円
（１5．0％）（１5．0％）

依存財源
６6億3,324万8千円
（６7．9％）

総務費総務費
13億8,142万9千円13億8,142万9千円
（１5．３％）（１5．３％）

農林水産業費
6億5,383万9千円
（7．2％）

商工費
1億1,037万1千円
（1．2％）

維持補修費
6,198万円
（0.7％）

普通建設事業費
１0億6,077万8千円
（11.7％）

災害復旧費
1億5,458万9千円万9千円
（1.7％）

投資及び出資金
2億2,759万9千円
（2．5％）

繰出金
５億7,974万2千円
（6.4％）

積立金
4億2,972万2千円
（4．8％）

その他その他
２3億8,246万9千円２3億8,246万9千円
（２6.3％）（２6.3％）

災害復旧費
1億5,458万9千円
（1．7％）

公債費
１1億4,540万6千円
（１2．6％）

議会費
7,185万6千円
（０．8％）

地方交付税地方交付税
３8億873万2千円（３9．0％）３8億873万2千円（３9．0％）

国庫支出金
１1億1,333万2千円
（１1．4％）

県支出金
6億9,036万円
（7.0％）

498万8千円（０．0％）
１億109万７千円（１．０％）

分担金及び負担金
使用料及び手数料

842万4千円（０．１％）
2億9,158万8千円（3．0％）

1億5,770万円（1．6％）

財産収入
寄附金
諸収入

３億68万9千円（3．1％）
98万5千円（０．０％）
9,489万円（1．0％）

1,998万9千円（０．２％）
0円（０．０％）

972万4千円（０．１％）
5,527万円（０．6％）

2,294万6千円（０．2％）
2,681万7千円（０．3％）

　　　80万円（０．０％）

地方消費税交付金　
利子割交付金　　　　　　
地方譲与税　　　　　　　
法人事業税交付金
自動車取得税交付金
環境性能割交付金　　　　
地方特例交付金　　　　　　
配当割交付金　　　　　　　 
株式等譲渡所得割交付金　
交通安全対策特別交付金　　　

8,429万5千円（0.8％）繰入金　

１0億3,275万9千円（１0．6％）繰越金

町債
4億8,871万4千円
（5.0％）

自主財源自主財源
３1億4,473万2千円３1億4,473万2千円
（３2．1％）（３2．1％）

民生費民生費
23億3,763万4千円23億3,763万4千円
（25.8％）（25.8％）

人件費人件費
１3億7,056万３千円１3億7,056万３千円
（１5.1％）（１5.1％）

公債費公債費
１1億4,540万6千円１1億4,540万6千円
（１2．6％）（１2．6％）

扶助費扶助費
10億8,918万2千円10億8,918万2千円
（12.0％）（12.0％）

物件費物件費
１4億5,795万5千円１4億5,795万5千円
（１6.1％）（１6.1％）

消費的経費消費的経費
５4億6,440万1千円５4億6,440万1千円
（60.3％）（60.3％）

投資的経費投資的経費
１2億1,536万7千円１2億1,536万7千円
（１3．4％）（１3．4％）

補助費等補助費等
14億8,472万1千円14億8,472万1千円
（16.4％）（16.4％）

衛生費衛生費
6億647万8千円6億647万8千円
（6．7％）（6．7％）

土木費土木費
１0億7,874万5千円１0億7,874万5千円
（１1．9％）（１1．9％）

消防費消防費
4億2,891万7千円4億2,891万7千円
（4．7％）（4．7％）

教育費教育費
10億9,297万3千円10億9,297万3千円
（12.1％）（12.1％）

性質別 目的別

◆主な財政指標 （令和５年度との比較）◆主な財政指標 （令和５年度との比較）

◆財政健全化比率◆財政健全化比率

◆資金不足比率◆資金不足比率

 　財政指標は地方公共団体の財政運営がどのような状況であるかを見るために国が定めた基準で普通会計決算

等をもとに算出します。

　 経常収支比率は、 数値が高いほど財政構造の硬直が進んでいるとされています。 比率については昨年度より、

2.5％増加しました。

　 町債の残高については、 前年度より６億１，５７３万５千円減少し、 町民一人あたりに換算すると８１万７千円とな

りました。

　 基金残高については、 ３億４，５４２万７千円増加し、 町民一人あたりに換算すると、 ６１万３千円となりました。

　 財政健全化比率 （４つの指標） には、 早期健全化基準と財政再生基準が設けられています。 早期健全化基準

を上回ると財政健全化計画を策定し、 自主的に改善に取り組まなければなりません。 財政再生基準を上回ると財

政再生団体となり、 国や県の関与を受けて財政の再建を行うことになります。

　 令和６年度決算における財政健全化比率はすべて早期健全化基準を下回っておりますが、 実質公債費比率は

令和５年度と比較して０．９％増加しました。

　 公営企業会計の資金不足額（赤字）の割合を示す資金不足比率についても、町の公営企業会計（水道事業会計、

下水道事業会計） は、 いずれも資金不足額がありませんので、 該当しません。

（　） は令和５年度決算における比率

年　　度 経 常 収 支 比 率 町 債 （ 町 の 借 金 ） 残 高 基 金 （ 町 の 貯 金 ） 残 高

令 和 ５ 年 度 ９１．７％ ９９億５，７９９万５千円 ６６億５，８１２万５千円

令 和 ６ 年 度 ９４．２％ ９３億４，２２６万円 ７０億３５５万２千円

項　　　目 町 の 比 較 早 期 健 全 化 基 準 財 政 再 生 基 準

実 質 赤 字 比 率 － １４．８１％ ２０．００％

連 結 実 質 赤 字 比 率 － １９．８１％ ３０．００％

実 質 公 債 費 比 率 １１．１％ （１０．２％） ２５．０％ ３５．０％

将 来 負 担 比 率 －　　（－） ３５０．０％

〇経常収支比率＝町税や地方交付税など経常的に入ってくる一般財源が、 人件費や扶養費、 公債費などの経常的経費に充てられた割合を
　 表す指標

○実質赤字比率＝標準財政規模に対する、 普通会計の実質赤字の割合を表す指標
○連結実質赤字比率＝標準財政規模 （※） に対する、 町の全ての会計の実質赤字の割合を表す指標
○実質公債費比率＝一般財源を普通会計の公債費、 公営企業会計や一部事務組合への繰出金や負担金のうち公債費相当分に充てられた
　 割合を表す指標
○将来負担比率＝標準財政規模に対する、 将来一般会計などで負担することが見込まれる金額の割合を表す指標
※標準財政規模＝その年度に入ると推測される一般財源を全国統一のルールで計算した額
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９
月
14
日
、
紀
三
井
寺
公
園
陸
上
競

技
場
で
開
催
さ
れ
た
第
24
回
和
歌
山
県

小
学
生
陸
上
競
技
交
流
大
会
兼
和
歌
山

県
小
学
生
秋
季
陸
上
競
技
選
手
権
大
会

に
み
な
べ
Ａ
Ｃ
の
選
手
が
出
場
し
ま
し

た
。

　

入
賞
し
た
選
手
は
次
の
と
お
り
で

す
。
（
敬
称
略
）

６
年
男
子
１
０
０
ｍ

　

８
位　

谷　

芽
樹
（
上
小
６
年
）

５
・
６
年
男
子
コ
ン
バ
イ
ン
ド
Ａ

　

３
位　

河
本　

一
樹
（
岩
小
６
年
）

　

６
位　

湯
川　

晃
生
（
南
小
６
年
）

２
年
生
男
子
１
０
０
ｍ

　

７
位　

平
川　

樟
吾（
上
南
小
２
年
）

５
年
女
子
１
０
０
ｍ

　

８
位　

玉
置　

妃
莉
（
南
小
５
年
）

５
・
６
年
女
子
コ
ン
バ
イ
ン
ド
Ａ 

　

５
位　

松
下　

葉
奈
（
南
小
６
年
）

　

６
位　

下
﨑　

心
晴
（
南
小
５
年
）

３
年
女
子
１
０
０
ｍ

　

３
位　

桐
本　

紗
優
（
南
小
３
年
）

２
年
女
子
１
０
０
ｍ

　

４
位　

山
本　

楓
乃
（
清
小
２
年
）

　

８
位　

寺
村　

心
優
（
南
小
２
年
）

１
年
女
子
１
０
０
ｍ

　

８
位　

山
本　

実
来
（
清
小
１
年
）

５
・
６
年
混
合
４
×
１
０
０
ｍ
リ
レ
ー

　

７
位　

玉
置　

妃
莉
（
南
小
５
年
）

　
　
　
　

岩
﨑　

ひ
お
り
（
上
小
６
年
）

　
　
　
　

谷　

芽
樹
（
上
小
６
年
）

　
　
　
　

林　

駿
允
（
上
小
６
年
）

　

10
月
８
日
、
愛
之
園
こ
ど
も
園
の
年

長
児
40
名
が
ク
エ
の
稚
魚
放
流
体
験
を

行
い
ま
し
た
。

　

こ
の
日
は
、
８
月
下
旬
に
県
南
部
栽

培
漁
業
セ
ン
タ
ー
（
串
本
町
）
か
ら
無

償
配
布
さ
れ
、
紀
州
日
高
漁
協
の
漁
師

ら
が
約
10
セ
ン
チ
ほ
ど
に
育
て
た
ク
エ

の
稚
魚
に
子
ど
も
た
ち
が
最
後
の
エ
サ

や
り
を
し
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
子
ど
も
た
ち
は
、
バ
ケ
ツ

に
入
っ
た
稚
魚
を
、
森
の
鼻
の
浜
辺
へ

放
流
し
ま
し
た
。
『
ク
エ
さ
ん
、
元
気

に
大
き
く
な
っ
て
ね
。
』　

　

９
月
15
日
、
共
和
球
場
で
オ
ー
ル

ジ
ャ
パ
ン
ベ
ー
ス
ボ
ー
ル
リ
ー
グ

２
０
２
５
・
小
等
部
和
歌
山
予
選
大
会

が
行
わ
れ
、
み
な
べ
清
城
少
年
野
球
ク

ラ
ブ
が
見
事
優
勝
し
ま
し
た
。

　

優
勝
し
た
み
な
べ
清
城
少
年
野
球
ク

ラ
ブ
の
皆
さ
ん
は
、
11
月
22
日
～
24
日

に
愛
知
県
名
古
屋
市
で
開
催
さ
れ
る
全

国
大
会
に
出
場
し
ま
す
。　
　

　

まちのできごと

み
な
べ
清
城
少
年
野
球
ク

ラ
ブ
が
全
国
大
会
出
場
へ

小
学
生
陸
上
競
技
選
手
権
大
会
で
入
賞

ク
エ
の
稚
魚
放
流
体
験

クエ放流前のエサやりの様子

入賞したみなべ AC の選手のみなさん

みなべ清城少年野球クラブのみなさん

　

災
害
は
い
つ
起
こ
る
か
わ
か
り
ま

せ
ん
。
各
家
庭
で
非
常
持
出
品
・
備

蓄
品
を
備
え
、
避
難
場
所
や
避
難
経

路
を
あ
ら
た
め
て
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

　

ま
た
、
災
害
発
生
時
に
的
確
な
避

難
を
行
っ
て
い
た
だ
く
た
め
の
防
災
サ

ポ
ー
ト
ア
プ
リ
「
和
歌
山
県
防
災
ナ
ビ
」

の
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

こ
の
ア
プ
リ
で
は
、
現
在
地
か
ら

近
く
の
避
難
場
所
へ
の
最
短
ル
ー
ト

が
地
図
上
に
表

示
さ
れ
ま
す
。

ぜ
ひ
、
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

『
急
ぐ
日
も
　
足
止
め
火
を
止
め

準
備
よ
し
』　

（
全
国
統
一
防
火
標
語
）

　

こ
の
運
動
は
、
火
災
が
発
生
し
や

す
い
時
季
を
迎
え
る
に
あ
た
り
、
火

災
予
防
思
想
の
一
層
の
普
及
を
図

り
、
火
災
の
発
生
を
防
止
し
、
高
齢

者
を
中
心
と
す
る
死
者
の
発
生
を
減

少
さ
せ
る
と
と
も
に
、
財
産
の
損
失

を
防
ぐ
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

住
宅
防
火
い
の
ち
を
守
る
10
の
ポ
イ

ン
ト 

４
つ
の
習
慣
・
６
つ
の
対
策

４
つ
の
習
慣

●
寝
た
ば
こ
は
絶
対
に
し
な
い
、
さ

  

せ
な
い
。

●
ス
ト
ー
ブ
の
周
り
に
燃
え
や
す
い

  

も
の
を
置
か
な
い
。

●
コ
ン
ロ
を
使
う
と
き
は
火
の
そ
ば

  

を
離
れ
な
い
。

●
コ
ン
セ
ン
ト
は
ほ
こ
り
を
清
掃
し
、

  

不
必
要
な
プ
ラ
グ
は
抜
く
。

６
つ
の
対
策

◆
火
災
の
発
生
を
防
ぐ
た
め
に
、
ス

　

ト
ー
ブ
や
コ
ン
ロ
等
は
安
全
装
置

　

の
付
い
た
機
器
を
使
用
す
る
。

◆
火
災
の
早
期
発
見
の
た
め
に
、
住

　

宅
用
火
災
警
報
器
を
定
期
的
に
点

　

検
し
、
10
年
を
目
安
に
交
換
す
る
。

◆
火
災
の
拡
大
を
防
ぐ
た
め
に
、
部

　

屋
を
整
理
整
頓
し
、
寝
具
や
衣
類
、

　

カ
ー
テ
ン
は
防
炎
品
を
使
用
す
る
。

◆
火
災
を
小
さ
い
う
ち
に
消
す
た
め

　

に
、
消
火
器
等
を
設
置
し
、
使
い

　

方
を
確
認
し
て
お
く
。

◆
お
年
寄
り
や
身
体
の
不
自
由
な
人

　

は
、
避
難
経
路
と
避
難
方
法
を
常

　

に
確
保
し
、
備
え
て
お
く
。

◆
防
火
防
災
訓
練
へ
の
参
加
、
戸
別

　

訪
問
な
ど
に
よ
り
、
地
域
ぐ
る
み

　

の
防
火
対
策
を
行
う
。

　

11
月
11
日
か
ら
17
日
ま
で
は
税
を

考
え
る
週
間
で
す
。
期
間
中
、
国
税

庁
で
は
様
々
な
取
組
み
を
行
っ
て
い

ま
す
。
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
そ

の
内
容
が
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
の
で

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
御
坊
税
務
署
管
内
の
主
な

催
し
は
次
の
と
お
り
で
す
。

　作
文
列
車
が
出
発
進
行
！

　

中
高
生
の
税
に
つ
い
て
の
作
文
を

紀
州
鉄
道
（
御
坊
市
）
の
車
内
に
掲

示
し
て
走
る
「
作
文
列
車
」
が
11
月

上
旬
か
ら
御
坊
市
内
を
運
行
し
ま

す
。
心
に
響
く
作
品
が
ず
ら
り
と
並

び
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

第
34
回
ご
ぼ
う
税
金
ク
イ
ズ

　

公
益
社
団
法
人
御
坊
納
税
協
会
が

主
催
す
る
「
ご
ぼ
う
税
金
ク
イ
ズ
」

が
今
年
も
行
わ
れ
ま
す
。
応
募
用
紙

は
11
月
17
日（
月
）ま
で
税
務
課
窓
口

に
置
い
て
い
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
応
募
く

だ
さ
い
。

税
理
士
に
よ
る
無
料
相
談

実
施
日　

令
和
年
11
月
11
日
（
火
）

　
　
　
　
午
前
10
時
～
午
後
４
時

場
所　

オ
ー
ク
ワ
ロ
マ
ン
シ
テ
ィ

　
　

１
階
エ
ン
ト
ラ
ン
ス（
御
坊
市
）

問
い
合
わ
せ　

　

近
畿
税
理
士
会
御
坊
支
部

　

☎
０
７
３
８
‐
22
‐
０
４
６
３

　

住
宅
、店
舗
、倉
庫
、
工
場
、作
業
所

な
ど
の
家
屋
に
対
す
る
固
定
資
産
税

は
、
毎
年
１
月
１
日
現
在
に
所
有
さ

れ
て
い
る
方
に
課
税
さ
れ
ま
す
。

　

そ
の
た
め
、
家
屋
を
取
り
壊
し
て

も
、
税
務
課
へ
届
出
を
済
ま
せ
て
い

防災ナビはこちら↑

く
ら
し

11
月
５
日
は

「
津
波
防
災
の
日
」で
す

11
月
９
日
～
15
日
は

秋
季
全
国
火
災
予
防
運
動

税
を
考
え
る
週
間

～
こ
れ
か
ら
の

　
　
　
社
会
に
向
か
っ
て
～

くわしくはこちら↑

くらしの情報

家
屋
を
取
り
壊
し
た
ら

「
届
出
」
を
お
忘
れ
な
く
！
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Information くらしの情報

な
い
場
合
は
現
存
す
る
と
み
な
さ

れ
、
課
税
対
象
に
な
っ
て
し
ま
い
ま

す
。
「
家
屋
を
壊
し
た
け
れ
ど
、
ま

だ
届
出
を
し
て
い
な
い
」
と
い
う
方

は
、
令
和
７
年
12
月
26
日
（
金
）
ま

で
に
、
税
務
課
へ
届
出
し
て
く
だ
さ

い
。

問
い
合
わ
せ

　

税
務
課　

☎
72-

２
１
６
２

　

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
は
、公

的
年
金
等
の
収
入
や
そ
の
他
の
所
得

額
が
一
定
基
準
額
以
下
の
年
金
受
給

者
の
生
活
を
支
援
す
る
た
め
に
、年

金
に
上
乗
せ
し
て
支
給
さ
れ
る
も
の

で
す
。

　

給
付
金
を
受
け
取
る
に
は
請
求
書

給
付
金
を
受
け
取
る
に
は
請
求
書

の
提
出
が
必
要

の
提
出
が
必
要
で
す
。
ご
案
内
や
事

務
手
続
き
は
、
日
本
年
金
機
構
（
年

金
事
務
所
）
が
実
施
し
ま
す
。

対
象
と
な
る
方　
　
　
　
　
　
　
　
　

老
齢
基
礎
年
金
を
受
給
し
て
い
る
方

　

次
の
要
件
を
す
べ
て
満
た
し
て
い

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

①
65
歳
以
上
で
あ
る
こ
と
。

②
世
帯
員
全
員
の
市
町
村
民
税
が
非

課
税
と
な
っ
て
い
る
こ
と
。

③
前
年
の
年
金
収
入
額
と
そ
の
他
の

所
得
額
の
合
計
が
約
90
万
円
以
下
で

あ
る
こ
と
。

障
害
基
礎
年
金
・
遺
族
基
礎
年
金
を

受
給
し
て
い
る
方

○
前
年
の
所
得
額
が
約
４
７
９
万
円

以
下
で
あ
る
こ
と
。

請
求
手
続
き　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

◇
新
た
に
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金

を
お
受
け
取
り
い
た
だ
け
る
方

　

対
象
に
な
る
方
に
は
、
日
本
年
金

機
構
よ
り
９
月
か
ら
、
請
求
可
能
な

旨
の
お
知
ら
せ
を
送
付
し
て
い
ま

す
。
同
封
の
は
が
き
（
年
金
生
活
者

支
援
給
付
金
請
求
書
）
に
記
入
し
、

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

令
和
８
年
１
月
５
日
ま
で
に
請
求

書
の
ご
提
出
が
な
か
っ
た
場
合
、
請

求
し
た
月
の
翌
月
分
か
ら
の
お
支
払

い
と
な
り
、
令
和
７
年
10
月
～
令
和

８
年
１
月
分
ま
で
の
年
金
生
活
者
支

援
給
付
金
は
受
け
取
れ
ま
せ
ん
。

◇
年
金
を
受
給
し
は
じ
め
る
方

　

年
金
の
請
求
手
続
き
と
併
せ
て
年

金
事
務
所
ま
た
は
市
区
町
村
で
請
求

手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

給
付
金
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

　

☎
０
５
７
０
‐
０
５
‐
４
０
９
２

　
　

（
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
）

※
０
５
０
か
ら
始
ま
る
電
話
で
お
か

け
に
な
る
場
合

　

☎
０
３
‐
５
５
３
９
‐
２
２
１
６

※
日
本
年
金
機
構
や
厚
生
労
働
省
を

装
っ
た
不
審
な
電
話
や
案
内
に
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

～
年
末
調
整
・
確
定
申
告
ま
で
大
切

に
保
管
を
～

　

国
民
年
金
保
険
料
は
、
所
得
税
及

び
住
民
税
の
申
告
に
お
い
て
、
全
額

が
社
会
保
険
料
控
除
の
対
象
と
な
り

ま
す
。
そ
の
年
の
１
月
１
日
か
ら
12

月
31
日
ま
で
に
納
付
し
た
保
険
料
が

対
象
で
す
。

　

こ
の
社
会
保
険
料
控
除
を
受
け
る

た
め
に
は
、
納
付
し
た
こ
と
を
証
明

す
る
書
類
の
添
付
が
義
務
づ
け
ら
れ

て
い
ま
す
。

10
月
下
旬
か
ら
送
付　
　
　
　
　
　
　
　

　

令
和
７
年
１
月
１
日
か
ら
令
和
７

年
９
月
30
日
ま
で
の
間
に
、
国
民
年

金
保
険
料
を
納
付
さ
れ
た
方
に
つ
い

て
は
、「
社
会
保
険
料
（
国
民
年
金

保
険
料
）
控
除
証
明
書
」
が
本
年
10

月
下
旬
か
ら
11
月
上
旬
に
日
本
年
金

機
構
本
部
か
ら
送
付
さ
れ
ま
す
。

　

年
末
調
整
や
確
定
申
告
の
際
に

は
、
必
ず
こ
の
証
明
書
（
ま
た
は
領

収
証
書
）
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

２
月
上
旬
に
送
付
さ
れ
る
場
合　
　
　

　

10
月
１
日
か
ら
12
月
31
日
ま
で
の

間
に
今
年
初
め
て
国
民
年
金
保
険
料

を
納
付
さ
れ
た
方
に
つ
い
て
は
、
翌

年
の
２
月
上
旬
に
送
付
さ
れ
ま
す
。

　

な
お
、
ご
家
族
の
国
民
年
金
保
険

料
を
納
付
さ
れ
た
場
合
も
、
ご
本
人

の
社
会
保
険
料
控
除
に
加
え
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

問
い
合
わ
せ

ね
ん
き
ん
加
入
者
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル

　

☎
０
５
７
０
‐
０
０
３
‐
０
０
４

※
０
５
０
か
ら
始
ま
る
電
話
で
お
か

け
に
な
る
場
合

　

☎
０
３
‐
６
６
３
０
‐
２
５
２
５

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
制
度

に
つ
い
て

年
　
金

　

年
金
記
録
や
将
来
の
年
金
受
給
見

込
額
を
確
認
し
、
未
来
の
生
活
設
計

に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
。

　

「
ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
」
を
ご
利
用

い
た
だ
く
と
、
い
つ
で
も
ご
自
身
の

年
金
記
録
を
確
認
で
き
る
ほ
か
、
将

来
の
年
金
受
給
見
込
額
に
つ
い
て
、

ご
自
身
の
年
金
記
録
を
基
に
様
々
な

パ
タ
ー
ン
の
試
算
を
す
る
こ
と
も
で

き
ま
す
。

　

く
わ
し
く
は
、
日
本
年
金
機
構
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
確
認
い
た
だ
く

か
、
田
辺
年
金
事
務
所
（
☎
２
４-

０
４
３
２
）
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

　

日
本
年
金
機
構
の
全
国
の
年
金
事

務
所
で
は
、
年
金
相
談
や
年
金
請
求

手
続
き
に
つ
い
て
、「
事
前
予
約
」

を
行
っ
て
い
ま
す
。
待
ち
時
間
の
少

な
い
「
予
約
相
談
」
を
ぜ
ひ
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

◆
予
約
相
談
希
望
日
の
１
か
月
前
か

　

ら
前
日
ま
で
受
付
し
て
い
ま
す
。

◆
お
申
込
み
の
際
は
、
基
礎
年
金
番

  

号
の
わ
か
る
も
の
（
年
金
手
帳
や

  

年
金
証
書
な
ど
）
を
ご
用
意
く
だ

  

さ
い
。

予
約
方
法　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

全
国
共
通
の
予
約
専
用
受
付
電
話

（
☎
０
５
７
０-

０
５-

４
８
９
０
）

ま
た
は
、
田
辺
年
金
事
務
所
（
☎

２
４
‐
０
４
３
２
）
へ
お
電
話
等
で
お

申
込
み
く
だ
さ
い
。

　

11
月
14
日（
金
）
午
後
５
時
か
ら
18

日（
火
）午
前
８
時
ま
で
、
町
内
各
地

で
天
ぷ
ら
油
な
ど
の
家
庭
用
廃
食
油

回
収
を
行
い
ま
す
。（
浄
化
セ
ン
タ
ー

は
19
日（
水
）午
前
８
時
ま
で
）

　

回
収
場
所
に
容
器
（
ポ
リ
タ
ン
ク

18
ℓ
）
を
配
置
し
て
い
ま
す
の
で
、

ご
自
身
で
移
し
替
え
を
お
願
い
し
ま

す
。

※
く
わ
し
く
は
、
今
月
の
広
報
紙
と

一
緒
に
お
届
け
し
た
チ
ラ
シ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ　

　

生
活
環
境
課　

☎
72-

３
６
０
５

　

「
随
筆
み
な
べ
」
の
最
新
号
（
第

72
号
）
が
で
き
ま
し
た
。
過
去
の
作

品
も
購
入
可
能
で
す
の
で
、
ぜ
ひ
、

お
手
に
取
っ
て
み
て
く
だ
さ
い
。

販
売
場
所　

南
部
公
民
館

　
　
　
　
　

あ
お
い
書
店

販
売
価
格　

　

１
冊
５
０
０
円
（
税
込
）

　

み
な
べ
文
芸
で
は
、
新
規
会
員
を

募
集
し
て
い
ま
す
。
入
会
希
望
の
方

は
南
部
公
民
館
（
☎
72-

１
４
０
０
）

へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

「
社
会
保
険
料
（
国
民
年
金

保
険
料
）
控
除
証
明
書
が

発
行
さ
れ
ま
す

11
月
30
日（
い
い
み
ら
い
）は

「
年
金
の
日
」
で
す
！

年
金
相
談
・
お
手
続
き
の
際
は

ぜ
ひ
ご
予
約
を
！

廃
食
油
回
収
は 

11
月
14
日
～
18
日

「
随
筆
み
な
べ
」第
72
号
発
行

『和歌山県最低賃金が改定されました』

和歌山県最低賃金　時間額　１，０４５円
効  力  発  生  日　令和７年１１月１日

　最低賃金は、 最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度

として定めたもので、 使用者は最低賃金額以上の賃金を

労働者に支払わなければなりません。

　くわしくは、 和歌山労働局労働基準部賃金室 （☎

073-488-1152） または最寄りの労働基準監督署へ。

献血にご協力をお願いします
南部ライオンズクラブ ・ 町共催

南部高校文化祭

　 令和７年１１月１５日 （土） 
　 10：00～12：00 / 13：00～14：00
みなべ町役場

　 令和７年１１月１９日 （水）
　 10：00～12：00 / 13：00～16：00
※献血カードまたは本人確認書類

　 （運転免許証など） をお持ちください。

表
紙
絵

　
中
村
妃
佐
子

題
「
爛
漫
」

お
知
ら
せ
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　こども家庭センター Tetote です。

　妊娠・出産・育児に関する相談はお気軽にどうぞ。

◎ 「育つ」 力を信じるということ

　子どもは育つ力を持っています。 「どう育てるか」

「よい子育てを」 と気負うことはありません。

　育っていく子どもに、 あなたがどう寄り添うか、 ど

うつきあうか、 それが大切です。

◆流行前にインフルエンザワクチン接種を

　 接種後、 免疫がつくまで２週間程度かかります。

　 小児インフルエンザ予防接種について、 今年度

から経鼻接種 （フルミスト） の場合、 ４，０００円 （１

回限り） の助成があります。 接種を検討されてい

る方は、 皮下接種か経鼻接種のどちらかを接種し

てください。

◆感染予防の以下の３つの基本の徹底をお願いします

　 ①身体的距離の確保

　 ②マスクの着用

　 ③手洗い

ふれ愛センターだよりふれ愛センターだより

子 育 て 推 進 課
TEL　３３-７５５０
FAX　74-8013

ふれ愛センター

各種お知らせ
対　象 日　時

乳幼児健診
※受付時間は問診票を

ご覧ください

４ ・ 10 か月児健診 （令和７年７月・令和７年１月生まれ）
１１月１２日 （水）

３歳６か月児健診 （令和４年４月・５月生まれ）

マタニティー＆

ベビーサロン

妊婦さんや小さなお子さんの保護者

◇妊婦さんやお母さんの仲間づくりの場です

１１月２１日 （金）

10：00～11：30

離乳食教室
※参加申込が必要

令和７年４月 ・ ５月生まれのお子さんと保護者
１１月２０日 （木）

10：00～11：30

Tetote ～てとて～ 通信 インフルエンザを予防しましょう

相 談 日　１１月１４日 （金）　１３ ： ００～１６ ： ００

場 所　ふれ愛センター

申 込 先　ふれ愛センター　保健師

　　　　　　 ひなたの森（NPO法人ハートツリー）

　　　　　　☎３３－７８５０

※まずは、 お電話ください。 秘密は厳守します。

　 高齢社会の中で、 介護を身近なものとしてとらえ

て、 それぞれの立場から介護について考え、 関わっ

ていくことが必要となっています。

　 地域に暮らす一人として、 介護について考える

きっかけの日としましょう。

　 介護に関する心配事や悩み事は、 地域包括支援

センター （☎７４－８０６５） までご相談を。

日　 時　７日 ・ １４日 · ２１日 · ２８日の金曜日

　１８:００～21:00　トレーニングマシン利用可能

　１９:００～１９:２０　ストレッチポール１回目（先着15名）

　１９:３０～１９：５０　ストレッチポール２回目（先着15名）

　２０:００～２１:００　リズム体操

対　 象　町内在住または在勤の１８歳以上の方（高校生を除く）

場　 所　はあと館（社会福祉センター） ２階

持ち物　室内用運動靴、 飲み物など

  ※１８歳未満の方は保護者同伴でも利用不可

　※利用者以外の入室はご遠慮ください

　※健康運動指導士の指導を受けたい方は、

 　　１９時までにお越しください。

　※当日、 午後３時時点でみなべ町において警報

　 　が発令中の場合、 教室は中止します。

　 パートナーからの暴力に、 ひとりで悩んでいませんか？女性に対する暴力は、 決して許されるものではありま

せん。 相談は無料で、 秘密は厳守します。 勇気を出して連絡してください。

主な相談機関

　 和歌山県子ども ・ 女性 ・ 障害者相談センター　☎０７３－４４５－０７９３

　 紀南 DV センター　☎０７３９－２４－３３２２

　 和歌山県男女共同参画センター　☎０７３－４３５－５２４６

　 和歌山県警察本部警務部広報県民課　☎ # ９１１０　　緊急時は１１０番へ！！緊急時は１１０番へ！！

ふれ愛喫茶とは？

　 ふれ愛センター内１階おしゃべりルームで、 ボラン

ティア営業している喫茶店 （コーヒー等、 飲み物の

み販売１杯１００円） です。 短い時間でボランティア

活動をはじめたい方、

仲間づくりをしたい方

は、 お気軽にお声が

けください。

ボランティア活動の内容

　 ①喫茶店の店員のような内容です。

      （飲み物の提供のみ）

　 ②元気と笑顔があればできます。

　 ③経験 ・ 年齢 ・ 性別不問

　 ④２人１組で月１～２回程度の参加

場所　ふれ愛センター　１階　おしゃべりルーム

日時　毎週月～金曜日 （土 ・ 日 ・ 祝はお休み）

　　　　９ ： ００～１１ ： ００

問い合わせ　ふれ愛喫茶事務局　☎ 74-3337

健 康 長 寿 課
TEL　74-3337
FAX　74-8013

ひきこもり相談

１１月１２日～２５日は 「女性に対する暴力をなくす運動」 期間です

喫茶ボランティア大募集！

１１月のトレーニング教室

１１月１１日は 「介護の日」 です

町内の

各こども園 ・ 保育所

園庭開放
（こども園・保育所利用者以外の方もご利用いただけます）

おひさま広場（開放保育）
※参加を希望される方は事前に各園へお申込みください

みなべ愛之園こども園

☎ 72-2371

１１月１０日 （月） 9:３０～10:30
「園庭で自由遊び」
※雨天は中止

上南部こども園

☎ 74-3022

1１月２日（日）　8:30～11:30
・ 園庭と多目的グラウンドを開放

１１月１８日 （火）　10:00～11:00
「自由あそび」 ※ほっこりルームでもあそべます。

高城こども園

☎ 75-2044

土曜日・日曜日・祝日　8:30～1７:０0
・ 入口に掲示している注意事項を守って利用し
てください

１１月４日 （火） ・ １７日 （月） 10:00～11:00
「自由あそび」 ※雨天は室内遊び

清川保育所

☎ 75-2044

土曜日・日曜日・祝日　8:30～1７:０0
・ 入口に掲示している注意事項を守って利用し
てください
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１1 月のテーマ展示

１階

２階

「防災　はじめの一歩」

「本で楽しむ音楽」

 　地震や津波、 豪雨災害などにおびえつ

つ、 備えが出来ているかといえば…。 まず

は情報を集めて、 できることからやってみ

ませんか。

　 テレビや町の中など、 身近にあふれる音

楽。 本の中からも、音楽は聞こえてきます。

いっしょに歌いたくなる絵本やお話をお楽し

みください。

上南部分館 おはなしの会

１1月１２日（水）午後３時３０分から

そのほかにこちらも

今月のオススメ
今月のオススメ

『モナのまなざし　
52 の名作から学ぶ人生を豊かに生きるための西洋美術講座』

トマ・シュレセール　著／清水玲奈　訳 （ダイヤモンド社）

科
学
メ
ガ
ネ
読
本

池
内
了　

著

（
Ｋ
Ｔ
Ｃ
中
央
出
版
）

歯
の
お
て
い
れ

坂
部
潤　

監
修

（
岩
崎
書
店
）

ぼ
く
は　

ふ
ね

 

五
味
太
郎　

作

（福
音
館
書
店
）

　 失明の危機にある１０歳の孫娘モナの心を救うため、 祖

父アンリはモナと美術館通いを始めた。 週に一度、 鑑賞

する美術作品は一点だけ。 名画を読み解きながら人生の

豊かさや生きる上で大切なことを伝えようとする祖父の愛

情と、 モナの心の成長を通して描かれた、 新しい形の名

画鑑賞入門です。

１日（土）

４日（火）

８日（土）

１０日（月）

１１日（火）

１３日（木）

１５日（土）

１７日（月）

２２日（土）

２５日（火）

２７日（木）

２８日（金）

２９日（土）

３０日（日）

おはなし会（10:30～）

図書リサイクルフェア

（～27日）

休館日

おはなし会（10:30～）

休館日

利用カード再発行（～1/２５）

ちいさいひと（0～3歳）の

おはなし会（10:30～）

おはなし会（10:30～）

休館日

おはなし会（10:30～）

休館日

ちいさいひと（0～3歳）の

おはなし会（10:30～）

休館日 （館内整理日）

おはなし会（10:30～）

読書講演会（1３:30～）

ワークショップ（1４:30～）

ゆめよみ館は祝日も開館しています

ゆめよみ館 
１１月のカレンダー

こんな本、いかが？

夏休み恒例 「手作り絵本」 でおなじみの児童文学作

家 井上林子先生による、 物語の作り方の講演会と、

みんなで作る絵本のワークショップです。

日時　１１月３０日（日）

　　　　【講演会】 １３ ： 30 ～ 14 ： 15

　　　　【ワークショップ】 14 ： 30 ～ 15 ： 30　　

場所　南部公民館　2 階　

申込　１１月１日（土）～ ゆめよみ館（☎72-1410）まで

井上林子さん　講演会＋ワークショップ

除籍した図書をリサイクル資料として提供します。

期間　11月1日（土）～11月27日（木）	

場所　ゆめよみ館　１階展示コーナー

※お持ち帰りは、お一人20冊まで

※11月4日（火）からは、岩代分室でも実施

図書リサイクルフェア

期間　11月11日（火）～1月２５日（日）

対象　カードを紛失した方、仮カード（緑色の紙製）・傷

んだカード・旧南部町のカードをお持ちの方

場所　ゆめよみ館　１階　カウンター

【期間限定】 利用カードの再発行を行います

各 種 相 談

マイナンバー
カードの交付等
に係る休日開庁 
（事前予約制）

日時 １１月９日（日）

9:00～12:00

場所 住民福祉課

　　　 ☎ 72-2161

内容 カードの交付 

　　　 申請、 再交付 

　　　 申請など 

※必ずお電話で事前予 

　 約をお願いします

※予約がない日は開庁 

　 しません 

夜間 （土曜日） ・
小児救急診療所

日時 毎週土曜日

１８:00～２１:３０

場所 田辺市民総合センター 

　　   ☎ 26-4909

延長窓口 
（事前予約制）

日時 毎週木曜日

１７:１５～１９:00

場所 住民福祉課

　　　 ☎ 72-2161

交付できる証明書 

・ 住民票の写し

・ 印鑑登録証明書

・ マイナンバーカー 

　ドの交付　など
※必ずお電話で事前予 

　 約をお願いします

相談種類
内容

連絡 ・ 予約先
相談日 時間 場所

人権 ・ 行政 

・登記【要予約】

相談

人権侵害や行政手続きに関する相談

▼登記相談予約／申込みは１１/１０(月) まで 総務課 

☎ 72-2051
１１/１１(火) 13:30～15:30 生涯学習センター

消費生活 

相談

相談員による商品やサービスの契約に関するトラブルなどの相談
産業課 

☎ 72-1337

消費者ホットライン

☎１８８
１１/６（木） 13:00～15:00 役場

農業資金 

相談

【要予約】

（株） 日本政策金融公庫による農業経営にかかる融資等の相談

▼事前予約制／申込みは１１/１９(水) まで 産業課 

☎ 72-1337
１１/２６(水) 13:00～16:00 役場

生活相談
自立支援相談員（西牟婁振興局）による生活や就労の困りごと相談

住民福祉課 

☎ 72-2161
１１/２５(火) 13:30～15:30 役場

「にじのわ」 

障害福祉 

相談

障害のある方やご家族の日常生活や社会生活に関する相談
住民福祉課 

☎ 72-2161
１１/４・１１・１８・２５（火） 13:30～15:30 役場

教育相談
学校生活に関する相談

教育学習課

☎ 74-2191
平日 9:00～16:00 生涯学習センター

こども 

なんでも 

相談

妊娠 ・ 出産のこと、 育児の悩み ・ その他こどもに関する相談 子育て推進課
【こども家庭センター】

☎ 33-7550平日 9:00～１６:００ ふれ愛センター

暮らし 

なんでも 

相談

福祉専門の職員による日常のお困りごと相談
みなべ町社会福祉協議会

☎ 72-5611
平日 9:00～16:00 はあと館

県による 

巡回職業 

相談

職業相談員による求人情報の提供や求職の相談
日高振興局地域づくり課

☎ 0738-24-2911
１１/７（金） 13:00～15:00 南部公民館

年金相談

【要予約】

年金請求の手続きや加入の届出等に関する相談
田辺年金事務所

☎ 24-0432
１１/８(土) 9:30～16:00

田辺年金事務所 
（田辺市朝日ヶ丘 24-8）

１１月２５日～１２月１日は犯罪被害者週間です
～心をつつむ　やさしい支援　とぎれなく～

　 犯罪被害に遭われた方やご家族は、 生命、 財産、 権利を侵害されるなど直接の

被害に加え、 精神的苦痛や経済的困難など長期にわたって多くの問題を抱え苦し

んでいます。 再び平穏な生活を取り戻すためには、 周囲の理解と配慮に基づく協

力が重要となります。

問い合わせ　和歌山県警察本部広報県民課　☎０７３－４２３－０１１０

受 付 時 間　９ ： ００～１７ ： ００　 （土 ・ 日 ・ 祝日 ・ 年末年始を除く）
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人 の う ご き

９月末現在 （前月比）

男 ５，４１６人 （-７人）

女 ５,９５２人 （-５人）

人口 １１，３６８人 （-１２人）

世帯数 ４，８３４世帯 （-４世帯）

９月中の異動
出生
死亡
転入
転出

高齢化割合 
（６５歳以上）３４．８％

５人
１３人
１６人
２０人

町内各小学校で元気いっぱいの運動会

秋のこどもまんなか月間

１１月は 「児童虐待防止推進月間」 です！

10/13　南部小学校 １０/18 上南部小学校

10/18　高城小学校 10/19　清川小学校

　 こども家庭庁では、 児童虐待防止法が施行された１１月を 「児童虐待防止推進月間」 と位置付け、 児童虐待防

止に対する問題に関心を持ってもらうよう、 全国で啓発活動を行っています。

　 虐待を受けたと思われる子どもを見つけたときや、ご自身が出産や子育てに悩んだ時は、児童相談所やみなべ町

こども家庭センターにご相談ください。

　 あなたの連絡相談が子どもを守るとともに、子育てに悩む保護者を支援するための大きな一歩となります。

　 町内の各小学校で運動会が行われました。 子どもたちが元気いっぱいに練習の成果を発揮しました。 （岩代小

学校は１０月２５日（土）に実施予定です。）

みなべ町役場とふれ愛センターに「オレンジリボンツリー」を設置します

　 オレンジリボンには 「児童虐待防止」 というメッセージが込められています。

一人でも多くの方々に 「児童虐待防止」 に関心をもってもらい、 子どもたち

の笑顔を守るために、一人ひとりに何ができるのかを呼びかけていく活動が 「オ

レンジリボンキャンペーン」 です。

問い合わせ

　 みなべ町こども家庭センター（子育て推進課内）　☎33-7550

「オレンジリボン」に関する問い合わせ　 

　 NPO法人和歌山子どもの虐待防止協会　☎073-425-6626

◎連絡相談は匿名で行うことも可能です。 ◎連絡相談は匿名で行うことも可能です。 

 　お近くの児童相談所につながります。 　お近くの児童相談所につながります。

虐待と思ったらすぐにお電話を！

 児童相談所全国共通ダイヤルは　　　☎ １
いちはやく

８９

　 令和７年１０月よりみなべ町では、 経済的な負担を軽減し、 不妊治療を受けやすくするため、 以下の不妊治療に

かかる医療費の助成を行います。

　　タイミング療法や人工授精などの 「一般不妊治療」 に要した費用全額を助成します。

　 治療の一環として行われる検査及び治療開始前に不妊原因を調べるための検査、 不育症に対する治療 ・ 検査

も対象となります。

　 助成対象期間は連続した２年間で、 年度ごとに申請が必要となります。

　 「生殖補助医療」 とは、 体外受精および顕微授精による不妊治療のことをいいます。

　 和歌山県が実施している 「生殖補助医療先進医療費助成事業」 の交付決定を受けた方を対象に、 治療費の一

部を助成します。

　 和歌山県不育症検査費助成事業の交付決定を受けた方を対象に、 検査費を助成します。 先進医療として厚生

労働省が定める検査となります。

　 それぞれの助成事業により、 必要書類や申請期間が異なります。 お困りのことやご質問があれば、 ご相談 （保

健師 ☎ 33-7550） ください。

☆一般不妊治療費助成事業

☆生殖補助医療先進医療費助成事業

☆不育症検査費助成事業

こうのとり相談

田辺保健所では、 不妊で悩んでいる方々に情報提供や医学的な相談 ・ 悩みの相談等を行っています。

・ 専門医による面接相談　事前予約が必要です。 電話でお申し込みください。

・ 保健師による電話相談　月～金　９ ： ００～１７ ： ４５　

・ 保健師等によるメール相談　ｅ０４１２００４@pref.wakayama.lg.jp

田辺保健所 （西牟婁振興局健康福祉部）　☎ 0739-26-7952　（田辺市朝日ヶ丘 23-1）

不妊治療費助成拡大のお知らせ
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和歌山県空家等対策推進協議会　出前講座

実家 ・ 我が家の

町民向け講座

みなべ町保健福祉センター
 （ふれ愛センター）
2 階プララホール
 （みなべ町東本庄１００番地）

◆みなべ町役場　健康長寿課（地域包括支援センター）
　　☎７４－８０６５　　FAX ７４－８０１３
◆みなべ町役場　政策推進課

　　☎７２－２１４２　　FAX ７２－１２２３

お申込み ・ お問い合わせ（電話 ・ FAX での申し込みも可能です）

主催（共催）： みなべ町健康長寿課 ・ 政策推進課、 和歌山県空家等対策推進協議会

内容　現在のお住まいにあなたが住まなくなった後、 誰かが使
        う予定はありますか？ご家族みんなで話し合いをされた
        ことはありますか？空き家となってから時間が経過するに
        つれて、 維持管理や処分が難しくなります。
        今からご自身でチェックできるポイントや、 将来のことを
        考えるきっかけとなるお役立ち情報をご紹介します。
 ※講演後、 無料個別相談（後日）の予約受付も行います。

● 参加費　無料　　　● 事前申込　必要　　　● 定員　５０名

終活セミナー

令和７年

１２月８日（月）
１３：３０～１５：００頃
(受付１３：００より）

講師　　  公益社団法人　和歌山県宅地建物取引業協会　副会長　木村勝次　氏

◆二次元コード
こちらから申し込みができます


